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表紙(裏紙)[bookmark: _GoBack]　　１　　本券は、１枚につき１回に限り有効です。退館すると
　　　　　当該券は無効となります。

　　２　　本券の払戻しまたは通貨との交換はいたしません。

　　３　　本券の紛失、盗難については一切の責任を負わず、
　　　　　また、再発行はいたしません。

　　４　　領収印のないものは無効です。

　　５　　使用に際しては係員の指示に従って下さい。
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